
 



はじめに 
 
 

2015 年、国連総会で採択された、持続可能な開発のための 

17 の目標（ＳＤＧｓ）の 2030 年までの達成に向け、国際的な 

取り組みが進められています。その中の NO.5「ジェンダー平等の 

実現」は、我が国の重要な課題となっています。 

また、近年、新型コロナウイルス感染症の拡大、国際情勢の変化、 

震災、大雨等の自然災害は、日常生活や企業の経済活動に大きな影響をもたらしま

した。 

こうした社会情勢の中で、女性と子どもの人権尊重、働き方改革、女性の活躍推

進、多様性（ダイバーシティ）、国民一人一人の幸福を高めていく「Well-being（ウェ

ルビーイング）」の向上が求められています。 

本市におきましても、少子化、未婚率の増加、若年層の転出による人口減少が、深

刻な課題となっています。持続可能な社会の実現のため、ジェンダー平等の実現、多

様性の理解は、市全体で取り組むべき重要な課題であります。 

本計画では、本市が目指す姿として、「誰もが誇りを持って 自分らしく生きられる 

ジェンダー平等のまち」を掲げました。 

本計画の推進にあたり、行政、地域、職場、家庭など、あらゆる場面において、基本

理念、基本方針に沿った施策をすすめるためには、現状の課題を理解し、誰もがそれ

ぞれの立場で主体的に参画することが重要であります。 

これまでの市民の皆様のご尽力に感謝するとともに、より一層のご理解とご協力を

お願いいたします。 

結びに、本計画の策定にあたり、御尽力いただきました牧之原市男女共同参画推

進会議委員の皆様をはじめ、パブリックコメント制度やアンケート調査等により貴重な

御意見、御提案をお寄せいただきました市民の皆様に心より感謝申し上げます。 

 

令和６年３月 

 

牧之原市長 杉本 基久雄 
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SDGｓは、2015年 9月国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェン

ダ」にて記載された、持続可能でよりよい社会を目指す国際目標です。この視点を踏まえ、計画を

推進していきます。 
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１ 計画策定の目的 

２ 計画の位置づけ 

第１章 計画策定にあたって 
 

 

本市では、「第１次総合計画」、「男女協働学習行動計画」、「第 2次総合計画」の中

で、男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを、市民と協働し進めてきました。

それぞれの計画で、一定の成果を上げてきましたが、社会情勢の変化により、少子

高齢化、人口減少など市の課題は変化しています。 

こうした中、市の現状と課題を踏まえ、「誰もが誇りを持って 自分らしく生きら

れる ジェンダー平等のまち」を実現するため、「第 1次男女共同参画推進計画」

（以下、本計画という。）を策定するものです。 

 

 

本計画は、「男女共同参画社会基本法」第 14条第 3項に規定する、市町村男女共

同参画計画であり、牧之原市における男女共同参画社会の形成の促進のための施策

を、総合的かつ計画的に推進するための計画です。 

本計画は、国の「第 5次男女共同参画基本計画」及び県の「第 3次男女共同参画基

本計画」、「第 5次 DV防止基本計画」との整合性に配慮したものとしています。 

本計画の基本理念２の項目を、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律」第 2条の３第 3項に規定する、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の実施に関する計画（DV防止基本計画）」に位置付けます。 

本計画の基本理念３・４の項目を、「女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律」第 6条第 2項に規定される市町村推進計画（女性活躍推進計画）に位置付け

ます。 

本計画は、第 3次牧之原市総合計画をはじめ、他の関連計画との整合性を図って

います。 

 

 

 

 

【国】 第5次男女共同参画基本計画 

【県】 第３次静岡県男女共同参画

基本計画 

第 5次静岡県DV防止基本計画 

第 3次牧之原市総合計画・各種個別計画 

整合性 
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３ 計画の期間 

４ 牧之原市の現状と課題 

 

 

 本計画の計画期間は、令和 6年度（2024）から令和 10年度（2028）までの 

5 年間とし、必要に応じて適宜見直しを行います。 

 

 

 牧之原市の総人口は、令和 5年 10月 1日現在 43,228 人（うち外国人 2,517

人）、男性 21,481 人、女性 21,747 人となっています。 

 人口世帯数の推移では、人口は減少傾向、世帯数は増加傾向にあります。市民意

識調査における定住意向を見ると、30歳未満の若者が極端に低い傾向であり、全国

的な動向と同じように少子高齢化が市の課題となっています。 
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 出典：第３次静岡県男女共同参画基本計画：「計画の概念図」 

 

この図は、家を建てるイメージで、一番下の基盤部分に、１教育と意識改革、２安心・安全の

担保があり、その上に家の本体として、３職場・家庭・地域での固定的な性別役割分担からの脱

却、男性の家庭への参画、孤立化への救済、最後に屋根の部分に、４政策決定、あらゆる職

域への女性の参画拡大があります。これらの４つの柱を計画の概念図として表し、同時に進めて

いく必要があります。 

 

5 計画の概念図 
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【1】固定的性別役割分担意識からの脱却

【2】学校におけるジェンダー平等教育・

学習の充実

【3】ジェンダー平等に関する人権尊重・

性の多様性理解の促進

【4】困難を抱える人が安心して暮らせる

環境整備

【5】ジェンダーに基づくあらゆる暴力の

根絶

【6】リプロダクティブ・ヘルス／ライツ

の視点に立った健康支援および権利の保障

【7】ジェンダー平等の視点に立ったワー

ク・ライフ・バランスの実現

【8】地域・家庭・職場の連携によるジェ

ンダー平等の推進

【9】職場の管理職・政治等の分野におけ

る女性の登用促進

【10】地域活動におけるジェンダー平等

の推進

ジェンダー平等の実現に向け

た意識の変革と教育の推進

誰もが安心安全に暮らせる

社会の実現

【DV防止基本計画】

職場・家庭・地域における固

定的性別役割分担からの脱却

【女性活躍推進計画】

政策・方針決定過程の場や、

あらゆる職域への女性の参画

拡大 【女性活躍推進計画】

目指す姿 「誰もが誇りを持って自分らしく生きられるジェンダー平等のまち」 

基本理念 基本方針 

１ 

２

３ 

４ 

６ 計画の体系 
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基本理念１：ジェンダー平等の実現に向けた意識の改革と教育の推進 

 

基本理念２：誰もが安心安全に暮らせる社会の実現 

 

基本理念３：職場・家庭・地域における固定的性別役割分担からの脱却 

 

基本理念４：政策・方針決定過程の場やあらゆる職域への女性の参画拡大 

NO 指標 基準値（現状値） 目標値 

１ 「男は仕事、女は家事・育児」という固定

的な性別役割分担意識に反対と回答し

た人の割合 

R5年度：７５％ 

（Ｒ５男女共同参画アンケート） 

R10年度 

９０％ 

２ 社会全体で見た場合、男女が平等にな

っていると思うと回答した人の割合 

R5年度：１６％ 

（Ｒ５男女共同参画アンケート） 

R10年度 

４０％ 

NO 指標 基準値（現状値） 目標値 

３ 1 年以内に DV、セクハラ、マタハラにつ

いて、経験したり、身近で見聞きしたこと

がある人の割合 

Ｒ５年度：４０％ 

（Ｒ５男女共同参画アンケート） 

Ｒ10年度 

２０％ 

４ 牧之原市は女性が暮らしやすいまちだと

思う人の割合 

Ｒ５年度：１５．４％ 

（Ｒ５市民意識調査） 

Ｒ10年度 

４０％ 

NO 指標 基準値（現状値） 目標値 

５ 家庭における育児・介護の役割を担う

男女の割合が同程度と思う人の割合 

Ｒ５年度：２５％ 

（Ｒ５男女共同参画アンケート） 

Ｒ10年度 

４０％ 

６ 牧之原市は子どもを育てやすい環境だと

思う人の割合 

Ｒ５年度：２８．９％ 

（Ｒ５市民意識調査） 

Ｒ10年度 

４０％ 

NO 指標 基準値（現状値） 目標値 

７ 審議会等委員に占める女性の割合 Ｒ４年度：２３．２％ 

（R4.4.1現在静岡県調査） 

Ｒ10年度 

３０％ 

８ 国勢調査 就業状態等基本集計によ

る管理職の女性の割合 

12.7％（51人/403人） 

（R2国勢調査） 

R10年度 

３０% 

７ 計画指標一覧 
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【１】 基本方針 固定的性別役割分担意識からの脱却 

第２章 計画の内容 

 

 

 

 

【現状と課題】 

 〇〇・・・・ 

 

 

 

 

 

【問】「男は仕事、女は家事・育児」というような男女の役割を固定的な性別役割分担意識

について、どのように思いますか。 

 

出典：牧之原市男女共同参画に関するアンケート 

0%
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20%
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50%
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100%

女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性

10・20歳

代

30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代

反対

どちらかといえば反対

どちらかといえば賛成

賛成

アンケート結果において、「男は仕事、女は家庭」という、性別による固定的

な考え方について、「反対、どちらかといえば反対」を合わせると７５％に上り

ます。しかし、実際の生活の中では、学校教育を除く、家庭、職場、地域、政

治、社会通念・慣習すべての分野において、「男性が優遇されている」というと

感じている人の割合が高く、固定的性別役割分担意識、無意識の思い込み（アン

コンシャス・バイアス）の解消が必要であることがわかります。 

１ 基本理念 

ジェンダー平等の実現に向けた意識の変革と教育の推進 
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施策 1 ジェンダー平等に関する生涯学習機会の提供         

【事業と取組】 

NO 事業名 事業内容 担当課 

1-1 男女共同参画に関する意識の

醸成と環境づくり 

固定的な性別役割分担意識からの脱

却を図るために、ジェンダー平等に

係る学習の場として、セミナー、出

前講座等を開催する。 

地域振興課 

1-2 男女共同参画の視点に立った

生涯学習機会の提供 

市内女性団体と連携し、男女共同参

画の視点に立った講演会（男（ひ

と）と女（ひと）のフォーラム）等

を開催する。 

社会教育課 

 

施策 2 ジェンダー平等に関する情報の収集および提供        

【事業と取組】 

NO 事業名 事業内容 担当課 

2-1 男女共同参画推進のための情

報収集、情報提供 

男女共同参画推進に係るデータの

収集と、市ホームページ、ＳＮＳ

等を活用した効果的な情報提供、

情報発信を行う。 

地域振興課 

2-2 図書館における男女共同参画

の情報発信、啓発 

市立図書館において、男女共同参

画、ジェンダー平等に関する情報

提供コーナーの設置と図書の紹介

を実施する。 

社会教育課 
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【２】基本方針 学校におけるジェンダー平等教育・学習の充実  

 

【現状と課題】 

 

 

 

 

 

 

 

【問】あなたは、「学校教育」の分野で男女が平等であると思いますか。 

 

出典：牧之原市男女共同参画に関するアンケート 
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100%

女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性

10・20歳

代

30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代

平等

男性が優遇されている

女性が優遇されている

アンケート調査において、小中学校においては、「男女平等である」という意見

が多くを占めていますが、高等学校以降において、進路選択、就職活動では、まだ

ジェンダー平等が進んでいるとはいえません。このような意識や固定観念は、幼少

期から長年にわたり形成されるものであるため、人権の尊重、ジェンダー平等の重

要性を幼少時から意識啓発していくことが重要です。 

また、学校教育の場において、包括的性教育を推進し、性の尊重、性差を理解し、

高め合える人間関係を築くことの重要性を学習することが必要です。 
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施策３ 人権尊重・ジェンダー平等を啓発する学校教育の推進    

【事業と取組】 

NO 事業名 事業内容 担当課 

3-1 性差にとらわれず多様な選択

ができる進路指導、就職指導 

進路指導、就職指導において、性差

にとらわれない指導を実施する。職

業体験では、生徒が将来性差にとら

われず希望する職業を選択できるよ

うにする。 

学校教育課 

3-2 教育の場における人権尊重に

関する教育の充実 

各校で「人権の手引き」を活用した

職員研修会を実施する。常に人権教

育を教育活動に取り入れるよう事例

研究等を行い、指導者としての資質

の向上を図る。 

学校教育課 

 

施策４ 包括的性教育の推進                    

【事業と取組】 

NO 事業名 事業内容 担当課 

4-1 小中学校における性教育・性

の尊重に関する学習機会の提

供、知識の啓発 

小中学校における性に関する指導

において、思春期の体と心の性差

を理解し、互いの性のあり方を尊

重し合える人間関係、ジェンダー

平等、性の多様性などについて幅

広く考える場を設ける。 

学校教育課 

4-2 妊娠・出産のための健康づく

り、人生設計に関する知識の

普及 

将来の妊娠・出産のための健康づ

くりや身体管理に関する正しい知

識を持ち、将来の人生設計をイメ

ージできるよう、学習機会を提供

する。 

学校教育課 

健康推進課 
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【３】基本方針  

ジェンダー平等に関する人権尊重・性の多様性理解の促進 

 

 

【現状と課題】 

 

 

 

 

【問】あなたは、「LGBTQ」という言葉を知っていますか。 

 

出典：牧之原市男女共同参画に関するアンケート 
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近年、性の多様性理解、性的マイノリティへの理解が社会全体で進んでいますが、

気付いていなくても、一人一人が自分の周りにも性的マイノリティで悩んでいる人

がいることを意識する必要があります。差別や偏見が解消され、多様性を認め合え

る社会の実現と、行政の環境整備において、配慮ある対応が求められています。 

静岡県パートナーシップ宣誓制度 2023年３月１日スタート 

 お互いを人生のパートナーとして認め合った二人が協力して共同生活を行うことを宣誓し、県がその

宣誓書を受領したことを証明する制度です。 

 法律上の婚姻とは異なり、法的な効力（相続、税金の控除等）が生じるものではありませんが、婚

姻が認められていない同性カップルや、様々な事情で婚姻の届出をしない、できないカップルの気持ち

を尊重し、生きづらさや困りごとが少しでも解消され、誰もが人生のパートナーと安心して暮らせる環境

づくりを目指すものです。 

            制度の詳細：静岡県「ふじのくにレインボーページ」 
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施策５ ジェンダー平等・人権尊重に基づく啓発と情報の発信     

【事業と取組】 

NO 事業名 事業内容 担当課 

5-1 人権尊重関連事業の開催 地域の子どもは地域で育てるという市

民意識の高揚を図り、性別を問わずす

べての市民が、青少年の非行の防止、

いじめや虐待、差別のない明るい家

庭、学校、地域社会を構築することを

目的とし、「市民のつどい」を開催す

る。 

社会教育課 

市民課 

社会福祉課 

5-2 人権相談、人権尊重に関

する啓発 

ジェンダー平等の視点を盛り込んだ、

人権擁護委員による、市内での人権啓

発活動や人権相談、保育園等での人権

教室等を実施する。 

市民課 

 

施策６ 多様な性のあり方に関する教育および啓発の充実       

【事業と取組】 

NO 事業名 事業内容 担当課 

6-1 市窓口における多様な性

に対する配慮 

静岡県パートナーシップ宣誓制度の理

解促進をすすめ、市内の行政サービス

において、性別の取り扱い等に配慮あ

る対応を行う。 

地域振興課・ 

市民課・ 

関係各課 

6-2 多様な性のあり方の尊重 性の多様性に関する理解促進と、相談

窓口の周知を行うとともに、学習機会

の提供や情報発信を行う。 

地域振興課 

福祉相談課 
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≪性の多様性理解について≫ ～ 一人一人の性は多様 ～ 

性は、その人らしさや生き方に関わる概念であり、多様な要素があります。 

個性や違いを受け入れ、認め合うためにそれらを知っておくことが大切です。 

 

▽生物学的な性（からだの性／ Sex） 

体つきや性遺伝子等による生物学的な特徴から、戸籍などに記載された性別のこと。 

▽性自認（こころの性／ Gender Identity） 

自分の性別を自分でどう思うか、自分が認識している性別のこと。 

▽性的指向（好きになる性／ Sexual Orientation） 

どの性別の人を好きになるか、恋愛感情や性的な関心が向かう性別を表す言葉。 

▽社会的・文化的な性（ジェンダー／Gender） 

社会によってつくられた性差のこと。文化によって分け方に違いがある。 

 

「LGBT」とは、これまでの性の在り方にとらわれない人々(性的マイノリティー)を表す

言葉の１つです。 

これまで、性は身体の特徴から判断される「男」と「女」の２つという考え方が一般的で

した。しかし、性の在り方はもっと多様で、グラデーションのように境目がなく、個人によ

って様々といわれています。下記以外にも、様々な性のかたちがあります。 

さらに広がりを示す意味で、＋(プラス)を付け「LGBTQ+」などと表現する場合もあ

ります。 

「SOGI」は、あらゆる人の性的指向と性自認を尊重するためにつくられた言葉です。
LGBTから SOGIへという世界的な流れには、性的マイノリティを含む全ての人の

性のあり方が尊重されるべきである、という考え方が含まれています。 

 

大切なことは、多様な性について知り、一人一人の性のあり方を尊重することです。 
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【４】基本方針 困難を抱える人が安心して暮らせる環境整備 

 

 

【現状と課題】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：第２期牧之原市子ども・子育て支援事業計画アンケート調査 
 

施策７ ひとり親家庭等への支援                  

【事業と取組】 

NO 事業名 事業内容 担当課 

7-1 ひとり親家庭等への各

種福祉制度の活用等に

よる生活支援 

児童扶養手当、就学援助費等の支給、

子どもの学習支援、食料支援等、子ど

もの健やかな成長と生活の安定を目指

し、必要な支援を行う。 

子ども子育て

課・教育総務

課・福祉相談課 

7-2 ひとり親家庭が相談し

やすい環境づくり、就

労支援 

ひとり親家庭が気軽に相談できる環境

づくり、経済的な自立のための継続的

な就業相談、就労支援を行う。 

子ども子育て

課・福祉相談課 

２ 基本理念             【DV防止基本計画】 

誰もが安心安全に暮らせる社会の実現 

社会経済情勢の変化の中で、社会的に弱い立場にある人が、生活上の困難に直面

しています。ひとり親家庭、高齢者、障がいのある人、外国籍住民、生活困窮者等、

生きづらさを感じている人に対し、適切な支援を受けられる仕組みが必要です。 

そのためには、相談しやすい環境の整備と、各種支援の充実を図るとともに、困

難な状況に置かれることを防ぐ予防的な取組を推進する必要があります。 
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「牧之原市パパママ子育て

だいじょうぶっく」 

 これから出産を迎える人

から、お子さんが就職するま

で、子育てに役立つ情報を

集めた冊子。 

 

                           

「なやみの相談窓口」 

 家庭・子ども・若者・就

労・健康・介護・障がい・ 

生きるのがつらいときなど、

相談窓口の一覧を紹介。 

 

 

                                                   

施策８ 貧困や孤立などさまざまな困難を抱える人への支援       

【事業と取組】 

NO 事業名 事業内容 担当課 

8-1 家庭児童相談、女性相

談の実施 

育児不安、児童虐待、DV、非行など、

さまざまな悩みを抱える方の相談、指導

等支援体制の強化を図る。児童養育の適

正化、家族関係の健全化など家庭児童福

祉の向上を目指す。 

福祉相談課・ 

学校教育課・

健康推進課 

8-2 経済的困難を抱える家

庭に対する自立支援 

就労その他自立に関する継続的な相談支

援、支援計画を作成する。生活困窮世帯

の中学生・保護者に対する学習支援や生

活相談の機会を提供し、フードバンク等

を利用した、食料支援を行う。 

福祉相談課 

8-3 高齢者・障がい者等を

抱える人への支援 

 性別による格差や偏りが生じないように

十分に配慮しながら、高齢者や障害のあ

る人、引きこもり傾向の人等の相談体制

の整備や、社会参加及び生活支援を行

う。 

福祉相談課・

社会福祉課・

長寿介護課 

8-4 外国籍住民への支援 男女共同参画の視点に立って、外国籍住

民との相互理解を深め、地域の一員とし

て共生できるよう支援を行う。また、外

国籍住民の孤立化を防ぎ、生活全般につ

いて気軽に相談できる場を設ける。 

福祉相談課・

情報交流課・ 

関係各課 

 

 

 

 

 

「外国籍住民の相談窓口」 

日々の生活で困ったとき、わ

からないときの相談窓口を

設置し、日々の生活に必要

な情報を発信。 
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【５】基本方針 ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶  

【現状と課題】 

 

 

 

 

 

 

 

【問】「ドメスティック・バイオレンス（DV）、セクシュアル・ハラスメント、マタニテ

ィ・ハラスメント」について、経験したこと、身近で見聞きしたことがありますか。 

 
出典：牧之原市男女共同参画に関するアンケート 
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自身が経験したことがある

身近に受けた人がいる

人権侵害であるDV、セクシャルハラスメント、マタニティ・ハラスメントについ

て、経験したり、身近で見聞きしたことがある人が、年々増加しています。 

ドメスティック・バイオレンス(DV)と児童虐待は、同時に行われていることも多く、

負の連鎖とならないよう、関係機関と連携を図り、被害者の保護を行う必要があり

ます。 

また、予防策として青少年に対し性犯罪の加害者、被害者にならないための教育

と、あらゆる女性に対する暴力の根絶の啓発、相談体制の強化が重要です。 
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施策９ ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶のための教育・啓発の

充実の環境の整備  

【事業と取組】 

NO 事業名 事業内容 担当課 

9-1 女性に対する暴力防止に

向けた啓発、防止対策の

推進 

中学校、成人式等での DV 防止の小冊

子の配布、市施設への「女性への暴力

をなくす月間」の横断幕の設置など、

啓発活動を実施する。 

福祉相談課・ 

学校教育課 

9-2 性の尊重意識の醸成、性

犯罪の加害・被害防止 

静岡県性暴力被害者支援センター

（SORA）をはじめ関係機関と連携

し、売春、ストーカー、ネット等の性

犯罪の加害、被害の防止を図り、性の

尊重意識の醸成を行う。 

福祉相談課 

 

施策 10 被害者の支援、相談、連携体制の充実・強化         

【事業と取組】 

NO 事業名 事業内容 担当課 

10-1 DV、児童虐待等の暴力

による被害者の早期発

見と相談体制の充実 

関係機関と連携し、要保護・要支援児

童、特定妊婦、DV 等の早期発見、相談

体制の充実を図る。 

福祉相談課 

健康推進課・

学校教育課 

10-2 DV、児童虐待等の保

護、自立支援 

要保護児童等対策地域協議会等によ

り、関係機関との相互連携を図り、

DV、児童虐待等の被害者の保護、安全

な避難を行う。また、自立に向けた就

労支援、子どもの学習支援等を行う。 

福祉相談課・

健康推進課・

学校教育課 
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【６】基本方針 リプロダクティブ・ヘルス/ライツ*の視点に 

立った健康支援および権利の保障 

 

 

【現状と課題】 

 

 

 

 

 

 

【問】あなたは、「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」という言葉を知っていますか。 

 

出典：牧之原市男女共同参画に関するアンケート 
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知っている

知らない

生涯を通じた心と身体の健康づくりには、ライフステージ・性差ごとの支援が

必要です。特に、女性は月経、出産、不妊、中絶、産前産後うつ等、男性とは異

なる健康問題に直面することがあります。女性が自らの性と生殖について自己決

定権を持ち、子どもを産む・産まないに関わらず、健康で安心して生活するため、

思春期のリプロダクティブ・ヘルス/ライツの知識の理解と、プレコンセプショ

ンケアの推進をすすめます。 

【用語解説】 *リプロダクティブ・ヘルス/ライツ 

性や子どもを産むことについて、身体的、精神的、社会的に本人の意思が尊重され、自分らしく生きられること。

自分の身体に関することを自分自身で決められる権利のこと。 
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施策 11 セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツに関する教

育および啓発の推進  

【事業と取組】 

NO 事業名 事業内容 担当課 

11-1 思春期における性に対す

る知識の普及・啓発 

中学生対象の思春期講座において、ラ

イフデザインの尊重や性行為感染症、

予期しない妊娠の防止のために、包括

的な知識の普及・啓発を行う。 

健康推進課 

学校教育課 

 

11-2 妊娠、出産、子育てにお

ける性の尊重と性教育の

充実 

未来のパパママ子育て学習において、

妊娠、出産、子育てについて、妊婦、

パパゲストの体験談、子どもとのふれ

あい体験を通じて、包括的にリプロダ

クティブヘルス/ライツの学びを深め

る。 

健康推進課・

学校教育課・ 

福祉相談課

（支援センタ

ー） 

 

施策 12 性差およびライフステージに合わせた健康支援        

【事業と取組】 

NO 事業名 事業内容 担当課 

12-1 プレコンセプションケア

の推進 

思春期における、将来の妊娠のための

健康を促す取組として、プレコンセプ

ションケアの推進を啓発する。 

健康推進課 

12-2 生涯を通じた心と身体の

健康づくり 

女性の健康に特化した健康づくり推進

事業（講演会、相談会）の実施、ライ

フステージ、性差に応じた心と体の健

康支援をすすめる。 

健康推進課 
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【７】基本方針 ジェンダー平等の視点に立ったワーク・ライフ・ 

バランスの実現 

 

 

 

【現状と課題】 

 

 

 

 

 

 

【問 12】あなたは、女性が職業を持つことについて、どう考えますか。  
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女性は職業を持たないほうがよい

結婚するまでは職業を持ったほう

がよい

子どもができるまでは職業を持っ

たほうがよい

子どもができたら職業をやめ、大

きくなったら、再び職業を持ったほ

うがよい

結婚しても子どもができても、ずっ

と職業を続けるほうがよい

３ 基本理念             【女性活躍推進計画】 

職場・家庭・地域における固定的性別役割分担からの脱却 

現状、共働き世帯が増加し続けていますが、女性の家事、育児にかける時間はま

だ圧倒的に多い状況です。ワーク・ライフ・バランスの実現を阻害する要因には、

男性が仕事と家庭生活の両方を優先したくても、仕事の優先を強いられている男性

中心型労働慣行があります。ジェンダー平等の視点を持った職場を実現させるため

に、働き方改革、男性の家事育児への参画、経営者の意識改革が必要です。 
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【問 15】あなたは、男女が共に仕事と家庭を両立していくためには、どのような取り組み

が必要だと感じますか？（男性の家事・育児参画の促進と回答したもの）  

 

出典：牧之原市男女共同参画に関するアンケート 

 

施策 13 ジェンダー平等の視点を持つための経営者・管理職・従業員の 

意識改革の推進  

【事業と取組】 

NO 事業名 事業内容 担当課 

13-1 女性の働きやすい職場

環境づくり推進事業 

行政、企業、民間団体等が連携して、

女性が働きやすい職場環境づくりに関

する課題や取組内容を共有するととも

に、企業、事業所に対して、厚生労働

省等の認証の周知と取得促進を図る。 

企画政策課・

健康推進課 

13-2 ワーク・ライフ・バラ

ンスの実現の意識啓発 

企業経営者・管理職・従業員それぞれ

に向けて、働き方改革の推進、ワー

ク・ライフ・バランスの実現、家事、

子育て、介護などの家庭生活と仕事を

両立していくための意識啓発を行う。 

地域振興課 
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施策 14 働き方の見直しと多様で柔軟な働き方への支援      

【事業と取組】 

NO 事業名 事業内容 担当課 

14-1 女性の趣味や特技を生か

した新しい働き方の促進 

女性の趣味や特技を活かしたスモール

ビジネスの実施を支援する「月３万円

ビジネス」を導入し、女性の希望する

働き方の実現を目指す。 

企画政策課 

14-2 働きやすい職場環境づく

りの促進（市役所） 

子育てや介護など職員の家庭事情に応

じ、休暇等の制度周知、在宅勤務の活

用を進め、性別にかかわらずワーク・

ライフ・バランスのとれた職場環境の

実現を図る。 

総務課 

 

施策 15 男性の家事、子育て、介護への参画推進          

【事業と取組】 

NO 事業名 事業内容 担当課 

15-1 市役所職員の子育

て・介護支援事業

（市役所） 

所属長と職員への「仕事と子育て・介護の

両立」の理解促進、男性職員への育児・介

護休暇制度の周知と育児休業の積極的な取

得促進、子育て中職員への時間外制限、業

務等の配慮の徹底など、男女ともに育児、

介護中の職員への支援をする。 

総務課 

15-2 男性の家事、子育

て、介護への主体

的な参画の推進 

男性の家事・育児への参加の意欲を高める

ため、両親学級、子育て支援教室におい

て、家事・子育てへの参画と思いやりの大

切さについての理解を促進する。 

男性の家事、子育て、介護への主体的な参

画が図られるよう、中小企業等に対して育

児休業の取得の促進、就業環境の整備への

支援を行う。 

健康推進課・

福祉相談課

（子育て支援

センター）・

長寿介護課・ 

商工企業課 
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【８】基本方針 地域・家庭・職場の連携によるジェンダー平等の推進  
 

【現状と課題】 

 

 

 

 

 

 

男女別従業者数及び常用雇用者数        

 

  

 

 

 

 

 

出典：H28 経済センサス活動調査データ 

誰もが充実した家庭生活を送り、活力ある地域社会を持続するためには、家庭で

の役割分担の見直し、地域活動への女性の参画が必要です。いわゆる M 字カーブ

といわれ、女性が結婚・出産のタイミングで退職し、育児が落ち着く頃、再就職す

るなど、介護や育児のために退職することは、キャリア形成、生涯賃金等にも影響

します。 

常用雇用者数の割合も女性は男性に比べて低く、就労支援、起業支援など、女性

が活躍するための労働の場における意識改革と社会的な支援が必要です。 
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施策 16 女性の就労支援と起業支援                 

【事業と取組】 

NO 事業名 事業内容 担当課 

16-1 女性の起業、就労へ

の支援 

中小企業等における経営改善、創業支援に

対応する相談窓口（ビジネスサポートデス

ク）を設置するとともに、女性の起業・就

労支援のため情報提供を行う。 

商工企業課 

16-2 農林水産業における

女性活躍推進 

第１次産業における、家族経営協定締結の

促進、女性が働きやすい環境づくり、新規

就農者の支援を行う。 

お茶特産課 

 

施策 17 労働の場における男女の機会均等および公正な待遇の確保の推進  

【事業と取組】 

NO 事業名 事業内容 担当課 

17-1 雇用における男女の

均等な機会の確保 

中小企業等に対し女性活躍推進法の周知

を徹底するとともに、その推進に関する

啓発機会を拡充して、雇用における男女

均等待遇の着実な実行を促す。 

商工企業課 

17-2 事業所における男性

中心型労働慣行の変

革 

男性中心型労働慣行の見直しを着実に実

行し、働きやすい職場環境の整備、男女

の公正な待遇の確保を進めるため、中小

企業に専門家を派遣し、事業所の実情に

応じた取り組みを支援する。 

商工企業課 
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施策 18 多様なニーズに対応した子育てや介護等の社会的支援体制の充実  

【事業と取組】 

NO 事業名 事業内容 担当課 

18-1 切れ目ない子育て支

援・相談体制の充実 

乳幼児健診、家庭訪問、療育支援、

発達や育児不安などの健康相談等、

臨床心理士、保健師などの専門職を

配置し、切れ目のない子育て支援体

制の充実を図る。 

健康推進課・ 

子ども子育て

課・福祉相談課 

18-2 高齢者、その家族のニ

ーズに対応した介護相

談 

高齢者等の様々な相談に対応し、男

女共同参画の視点から適切な機関・

制度・サービスにつなぎ、継続的な

フォローを行う。 

長寿介護課（地

域包括支援セン

ター）・ 

福祉相談課 

 

施策 19 多様なハラスメント防止対策の推進            

【事業と取組】 

NO 事業名 事業内容 担当課 

19 多様なハラスメン

ト防止の意識啓発 

パワー・ハラスメント、セクシュアル・ハ

ラスメント、マタニティ・ハラスメント、

パタニティ・ハラスメント、モラル・ハラ

スメント等多様なハラスメント防止、相談

窓口の周知を行う。 

地域振興課 
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【９】基本方針  

職場の管理職・政治等の分野における女性登用の促進 

 
 

 

 

【現状と課題】 

 

 

 

 

【問】現状、意思決定を行う管理的部門や指導的地位への女性登用が少ない状況にあります

が、その理由は何だと考えますか。 

⇒「管理職には責任、長時間労働など負担が大きいから」と回答した人数  

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：牧之原市男女共同参画に関するアンケート  

４ 基本理念             【女性活躍推進計画】 

政策・方針決定過程の場やあらゆる職域への女性の参画拡大 

現状、当市において意思決定を行う職場の管理職、政治、審議会委員等への女性

の登用は、県内でも低い水準です。女性の活躍を進めるためには、企業、職場にお

ける女性のキャリア形成への支援、女性が能力を発揮しやすい環境づくり、方針決

定の場への女性の参画拡大を進める必要があります。 

0

5

10

15

20

25

30

女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性

10・20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代
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施策 20 市政、審議会等への女性の登用促進              

【事業と取組】 

NO 事業名 事業内容 担当課 

20 審議会委員における女性

登用の促進 

審議会委員の女性比率を高め、政策、

方針決定の場における女性の参画を拡

大し、各分野において女性の意見が取

り入れられるよう周知する。 

地域振興課 

 

施策 21 職場における女性のキャリア形成および能力発揮への支援   

【事業と取組】 

NO 事業名 事業内容 担当課 

21-1 女性が能力を発揮できる

就業支援・管理職登用支

援 

労働者向けの就業支援窓口の周知と、

中小企業等における女性の管理職登用

を積極的に支援する。 

商工企業課 

21-2 女性職員の管理職・監督

職登用の推進（市役所） 

 

女性職員の登用に対する不安要素解消

のための研修、管理職・監督職の女性

先輩職員と若手職員の意見交換会な

ど、女性職員が今後自分の目指す道筋

のイメージを持てるよう支援する。 

総務課 
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静岡県市町女性の参画マップ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（R4.4.1 基準日）静岡県くらし環境部県民生活局男女共同参画課 

伊 豆 の 国
市

17 6 35.3% 20%以上 10団体

掛 川 市 21 6 28.6%

三 島 市 22 6 27.3%

伊 東 市 19 5 26.3% 静岡県

裾 野 市 19 5 26.3%

浜 松 市 46 12 26.1% 静岡市 御殿場市 小山町

島 田 市 20 5 25.0%

菊 川 市 17 4 23.5%

吉 田 町 13 3 23.1% 富士宮市 三島市 清水町 裾野市

湖 西 市 18 4 22.2%

富 士 市 32 6 18.8% 15%以 上20% 未満 8 団 体

伊 豆 市 16 3 18.8% 島田市 川根本町 焼津市 富士市 長泉町 函南町 熱海市

富 士 宮 市 22 4 18.2%

東 伊 豆 町 12 2 16.7%

川 根 本 町 12 2 16.7% 森町 藤枝市 吉田町 沼津市 伊豆の国市 伊東市

森 町 12 2 16.7%

小 山 町 13 2 15.4%

袋 井 市 20 3 15.0% 浜松市 袋井市 菊川市 牧之原市 西伊豆町 伊豆市 東伊豆町

沼 津 市 28 4 14.3% 10%以 上15% 未満 9 団 体

焼 津 市 21 3 14.3%

御 殿 場 市 21 3 14.3% 湖西市 磐田市 掛川市 御前崎市 松崎町 下田市 河津町

清 水 町 14 2 14.3%

熱 海 市 15 2 13.3%

牧 之 原 市 16 2 12.5% 南伊豆町

長 泉 町 16 2 12.5%

磐 田 市 26 3 11.5%

西 伊 豆 町 10 1 10.0%

藤 枝 市 22 2 9.1% 0.1%以上10%未満 4 団 体 市

御 前 崎 市 15 1 6.7% 町

函 南 町 15 1 6.7%

静 岡 市 48 3 6.3%

下 田 市 13 0 0.0% 0% 4 団 体 ※ 備 考 ：

河 津 町 11 0 0.0%

南 伊 豆 町 11 0 0.0%

松 崎 町 8 0 0.0%

合 計 661 109 16.5%

静岡県男女共同参画課調べ

0%

0%

　全市町 16.5%

17.9%

11.6%

22.2% 11.5% 28.6% 6.7% 0% 0%

26.3%

16.7%26.1% 15.0% 23.5% 12.5% 10% 18.8%

16.7% 9.1% 23.1% 14.3% 35.3%

26.3%

25.0% 16.7% 14.3% 18.8% 12.5% 6.7% 13.3%

13.4%

6.3% 14.3% 15.4%

18.2% 27.3% 14.3%

 市町の議会議員に占める女性の割合　【2022年度・35市町】

市町名
議会議員の状況

議員数
女　 性
議員数

女性
比率

三 島 市 143 10 7.0% 5%以上　 2 団 体
伊 東 市 153 8 5.2%
長 泉 町 42 2 4.8% 2%以上5%未満　 8 団 体
静 岡 市 951 37 3.9% 静岡県
沼 津 市 289 11 3.8%
富 士 市 387 13 3.4% 御殿場市 小山町
裾 野 市 85 2 2.4% 静岡市
湖 西 市 41 1 2.4%
磐 田 市 304 7 2.3% 富士宮市 三島市 清水町 裾野市
菊 川 市 128 3 2.3%
藤 枝 市 52 1 1.9% 0.1% 以 上 2% 未 満 9 団 体
袋 井 市 174 3 1.7% 島田市 川根本町 焼津市 富士市 長泉町 函南町 熱海市
富 士 宮 市 125 2 1.6%
島 田 市 68 1 1.5%
森 町 70 1 1.4% 森町 藤枝市 吉田町 沼津市 伊豆の国市 伊東市
熱 海 市 81 1 1.2%
浜 松 市 744 7 0.9%
伊 豆 市 128 1 0.8% 浜松市 袋井市 菊川市 牧之原市 西伊豆町 伊豆市 東伊豆町
掛 川 市 283 2 0.7%
焼 津 市 38 0 0.0% 0% 16 団 体
御 殿 場 市 59 0 0.0% 湖西市 磐田市 掛川市 御前崎市 松崎町 下田市 河津町
下 田 市 40 0 0.0%
御 前 崎 市 33 0 0.0%
伊豆の国市 51 0 0.0% 南伊豆町
牧 之 原 市 77 0 0.0%
東 伊 豆 町 9 0 0.0%
河 津 町 23 0 0.0%
南 伊 豆 町 34 0 0.0% 市
松 崎 町 35 0 0.0% 町
西 伊 豆 町 4 0 0.0%
函 南 町 34 0 0.0%
清 水 町 17 0 0.0% ※ 備 考 ：

小 山 町 40 0 0.0%
吉 田 町 4 0 0.0%
川 根 本 町 34 0 0.0%
合 計 4,780 113 2.4%

0%

　全市町 2.4%
2.5%
0.9%

内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状
況調査」（令和４年度）に基づき作成。

0%

2.4% 2.3% 0.7% 0% 0% 0% 0%

0.9% 1.7% 2.3% 0% 0% 0.8%

1.4% 1.9% 0% 3.8% 0% 5.2%

2.4%

1.5% 0% 0% 3.4% 4.8% 0% 1.2%

―

0.0% 0%
3.9%

1.6% 7.0% 0%

　市町の自治会長に占める女性の割合　【2022年度　35市町】

市町名
自治会長の状況

自治
会長数

女性自
治会長

数

女性
比率
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【10】基本方針 地域活動におけるジェンダー平等の推進 

 

【現状と課題】 

 

 

 

 

【問 17】よく参加する地域活動はありますか。（自治会活動と回答したもの） 

 

 

 

 

 

 

出典：牧之原市男女共同参画に関するアンケート 

 

施策 22 自治会活動等への女性の参画拡大             

【事業と取組】 

NO 事業名 事業内容 担当課 

22 自治会役員、PTA役

員等への女性登用促

進の啓発 

方針決定の場における男女共同参画の必

要性について情報提供を行い、地域にお

ける女性活躍の意義への理解促進、自治

会長、PTA 会長等への女性登用の促進に

ついて啓発を行う。 

地域振興課 

当市における自治会長、PTA会長等への女性の参画は低い状況です。特に近年、

地域活動における男女共同参画の視点は重要視されており、防災分野、地域活動に

おいて、方針決定の場における女性の参画と、地域全体の意識改革をすすめていく

必要があります。 

0
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施策 23 ジェンダー平等・多様性への配慮の視点に立った防災活動の推進  

【事業と取組】 

NO 事業名 事業内容 担当課 

23-1 ジェンダー平等への配慮

の視点に立った防災活動

の実践 

ジェンダー平等と多様性への配慮の

視点を取り入れ、防災・復興ガイド

ラインや、女性消防隊による災害時

の備えを学ぶハンドブック等を活用

し、誰もが安心出来る避難所運営の

体制づくりをすすめる。 

危機管理課 

地域振興課 

23-2 地域における防災分野へ

の女性の参画拡大 

地域で活躍する女性防災指導員の養

成、自主防災組織への女性参画の促

進を行う。 

危機管理課 

地域振興課 
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第３章 計画の推進体制 
1. 計画を推進する体制整備 

 

 

 

 

(1) 男女共同参画推進会議 

・男女共同参画社会の実現を目指し、計画的、効果的な施策を推進するため組織され、本計

画をはじめ、男女共同参画に関する施策の推進について、協議を行う。 

(2) 庁内推進体制（ワーキンググループ） 

・庁舎内の各分野において、課題を共有し、横断的な連携、協力体制を構築し、実効性のあ

る計画の策定、施策の推進を行う。 

(3) 関係機関との連携 

・男女共同参画の総合的な推進のため、国・県・関係機関との情報交換に努め、情報を把握

するとともに、連携、協力を行い、各施策の推進を図る。 
 

2. 市民参加による推進 

・市は、「対話による協働のまちづくり」に基づき、各部署において市民、関係者の意

見を聞くとともに、社会情勢や制度の変化にも柔軟に対応し、実効性のある計画の推

進を図る。 

・市民の役割として、職場、学校、地域、家庭等において人権を尊重するとともに、

ジェンダー平等の意識を高めるため、啓発セミナーなどへの参加に努めるものとする。 

・事業所、自治会の役割として、性別によらず誰もが平等に活躍できる環境づくりに

努めるものとする。 
 

3. 進捗状況の評価 

・市民意識調査、アンケート調査等により、各担当部局において事業に対する自己評

価をするとともに、男女共同参画推進会議において、委員、ワーキング委員とともに

事業評価をしながら、計画の推進を図る。  

牧之原市男女共同参画推進会議 

 

（事務局）企画政策部地域振興課 

 

庁舎内ワーキング 

 

市民 

市民活動団体 

ＮＰＯ 
 

国・県 

関係機関 

 

 
企業・事業所 

団体 

 

 

連携 連携 
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〇用語解説 

 

あ行 アンコンシャス・バイアス 「無意識の思い込みや偏見」と訳され、自分の経験や育っ

た環境により、自分でも気づかないうちに持つようになった、

「この人は〇〇だからこうだろう」「ふつう○○だからこうだろ

う」という物事の見方や考え方のゆがみ、偏りのことを指

す。 

 Ｍ字カーブ 日本の女性の就業率を年齢階級別にグラフ化したとき、

30 歳代を谷とし、20 歳代後半と 40 歳代後半が山にな

るアルファベットのＭのような形になること。結婚や出産を機

に労働市場から離れる女性が多く、子育てが一段落する

と再び就職するという特徴があるためにこのような形にな

る。 

か行 キャリア形成 仕事を通じて経験やスキルなどを蓄積して自己実現を図っ

ていくプロセス。 

 固定的性別役割分担意

識 

「男は仕事、女は家庭」「男は主、女は従」というように、性

の違いによって役割を固定してしまう考え方や意識のこと。

また、「男らしさ、女らしさ」を求めることも、この固定的性別

役割分担意識に基づく男女それぞれの役割への期待が反

映されているといわれている。 

 ジェンダー（社会的性

別） 

「社会的・文化的に形成された性別」のこと。人間には生

まれついての生物学的性別(セックス/sex)がある。一方、

社会通念や慣習の中には、社会によって作り上げられた

「男性像」、「女性像」があり、このような男性、女性の別を

「社会的・文化的に形成された性別」 (ジェンダー

/gender)という。 

 ジェンダー平等 男女、あらゆるジェンダー間で、格差がない社会。一人一

人の人間が性別にかかわらず、対等な立場で、政治、職

場、家庭等、様々な分野に参画し、責任や権利、機会を

分かち合うこと。 

さ行 ストーカー 同一の者に対しつきまとい等を反復して行い、その相手方

に、身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害されてい

る、または行動の自由が著しく害されているという不安を覚

えさせること。 



33 

 

 性差 男性と女性の性別的な差異の事。 

生物学的な性差を、セックス、社会的・文化的な性差を、

ジェンダーという。 

 性的マイノリティ 

 

*P13 参照 

ＬＧＢＴといわれる、レズビアン／Lesbian（女性同性

愛者）、ゲイ／Gay（男性同性愛者）、バイセクシュア

ル／Bisexual（両性愛者）、トランスジェンダー／

Transgender（生まれた時に割り当てられた法律的・社

会的な性別にとらわれない性別のあり方を持つ人）など、

様々な性のあり方を持っている人々の総称のこと。 

 セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手に不快感を与え、相手の生活環

境を害し、またはその相手に不利益を与える行為のこと。 

身体への不必要な接触、性的関係の強要、性的なうわさ

の流布、人目にふれる場所へのわいせつな写真やポスター

の掲示などが含まれる。 

た行 男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保

され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び

文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担う

べき社会。 

 多様性（ダイバーシティ） 人種、年齢、性別、キャリア、価値観などさまざまな違いを

持った人々が組織において共存している状態を示し、国際

的に重要視されている。 

 ダブルケア 晩婚化、出産年齢の高齢化、少子高齢化、核家族化に

より、家族や親族などの介護と育児の複数のケアが同時

期に発生する状態のこと。 

 男性中心型労働慣行 勤続年数を重視しがちな年功序列的な処遇の下、長時

間労働や転勤が当然とされている男性中心型の働き方を

前提とする労働慣行のこと。 

 ＤＶ（ドメスティック・バイ

オレンス） 

配偶者等の親密な関係にある者からの身体的、精神的、

経済的または性的な苦痛を与えられる暴力的行為のこ

と。その中でも、交際相手からふるわれる暴力をデートＤ

Ｖという。 
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は行 パートナーシップ宣誓制度 

＊P11参照 

お互いを人生のパートナーとして認め合った二人が協力して共

同生活を行うことを宣誓し、県がその宣誓書を受領したことを証

明する制度。 

 働き方改革 

 

 

少子高齢化に伴う労働力人口の減少を背景として、労

働力不足の解消に必要な、働き手の増加、出生率の上

昇等を図るうえで課題となる長時間労働、非正規と正社

員の格差等の解決を図るもの。 

 パタニティ・ハラスメント 男性が育児休業や育児短時間勤務などを希望して、育

児に関わろうとしても、職場の上司等がそれを妨げる行為

のこと。 

 パワー・ハラスメント 職場などにおける、権力や地位を利用した嫌がらせのこと。 

 

 ハラスメント 他者に対する発言、行動等が本人の意図には関係なく、

相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与え

たり、脅威を与えることを指す。 

 プレコンセプションケア コンセプション（Conception：受胎）：おなかに新しい

命を授かることをいう。 

プレコンセプションケア：将来の妊娠を考えながら、女性や

カップルが将来のライフプランを考えながら、早い段階から正

しい知識を得て、健康的な生活を送り、日々の生活や健

康と向き合うこと。 

 包括的性教育 ユネスコが 2009 年作った性教育についての指針の中で、

「コンプリヘンシブ・セクシュアリティ・エデュケーション」を

2017 年に翻訳した言葉。 

身体や生殖の仕組みだけでなく、人間関係や性の多様

性、ジェンダー平等、幸福など幅広いテーマを含む教育。 

ま行 マタニティ・ハラスメント 職場において、妊娠・出産をきっかけに女性に対して行わ

れる精神的、肉体的な嫌がらせ行為。妊娠、出産を理由

とした解雇や自主退職の強要、雇い止め、育児休業を認

めない、妊娠しないことを雇用条件にするなども含む。 

 モラル・ハラスメント 自覚の有無にかかわらず、身体的な暴力だけでなく、態度

や言葉による精神的な嫌がらせ、迷惑行為。 
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ら行 ライフステージ 出生・就学・就職・結婚・出産・子育て・退職などの年齢

に伴って変化する生活段階のこと。 

 ライフデザイン 自分の価値観に基づいて、人生の生き方の構想を描くこ

と。目的は、自分の幸せを実現することであり、そのために

は、自分の価値観や夢を自覚することが大切である。 

 リプロダクティブ・ヘルス／ラ

イツ 

 

リプロダクティブ・ヘルス：性や子どもを産むことに関わるすべ

てにおいて、身体的にも精神的にも社会的に本人の意思

が尊重され、自分らしく生きられること。 

リプロダクティブ・ライツ：自分の身体に関することを自分自

身で決められる権利のこと。 

わ行 ワーク・ライフ・バランス 

(仕事と生活の調和) 

働く人が仕事上の責任を果たそうとするとき、仕事とその他

の生活との両立を、自分の望むバランスで実現できる状態

のこと。「生活」には、子育てや家庭生活だけでなく、地域

活動や趣味、学習など様々な活動を含む。 
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